
①確認書類のうち、工事経歴書に記載されている工事契約書類について、許可を受けている全ての業種毎
に金額の大きい３件を提出としていたが、審査対象業種及び積み上げた業種のみ元請下請の区別なく金額
の大きい３件を提出に変更する

②確認書類のうち、健康保険・厚生年金保険標準報酬決定通知書については、被保険者整理番号、標準報
酬月額及び種別をマスキングすること

③確認書類のうち、住民税特別徴収税額通知書については、受給者番号、特別徴収税額、月割額及び住
所をマスキングすること

④確認書類のうち、監理技術者資格者証については、本籍及び住所をマスキングすること

⑤実務経験証明書の様式を変更しているため、最新の様式で提出すること
（証明者欄に商号と代表者名を記載）
（実務経験が必要となる国家資格について、資格取得年月を記載）

令和8年4月からの取扱変更について

経営事項審査

★注意★（変更事項ではない）
経営事項審査の提出は決算日から４か月以内が目安です。
提出時期が遅い申請者が散見されますので、遅れることのないようにご注意ください。
（提出が遅いと経営事項審査の有効期限が切れることがあります。）

※令和８年７月１日以降の申請で適用される改正事項はこちら

https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kensetsugyo_const_fr1_000001_00088.html
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